事例で見る経済虐待と
　　　　　　　　　成年後見
令和７年度伊丹市障害者虐待防止フォーラム





平成２４（２０１２）年１０月に「障害者虐待防止法」が施行され、13年が経ちました。
令和４年度より虐待防止委員会の設置が義務化される等、障害者虐待防止への取り組み方も大きく変わってきています。いま一度、障害者虐待防止に向けて私たちができることについて、
ともに学び、考え、取り組みましょう。





講師　舘 (たち)　真史 (まさふみ)さん
■関西学院大学　文学部　卒業。
■兵庫県司法書士会にて司法書士登録。川西市でたち司法書士事務所を開設。
■伊丹市人権擁護委員に就任。
　　伊丹市社会福祉協議会　評議員
　　NPO法人伊丹アドボカシーネットワークの理事就任。
　　NPO法人後見センター川西の理事就任。　　ご活躍をされています。

[image: こちらカモ]




伊丹市マスコット　
たみまる


【日　時】   令和８（２０２６）年２月１８日（水）
午後３時３０分～５時３０分（受付開始：午後３時～）
【場　所】   伊丹市立図書館ことば蔵　地下多目的室１
（伊丹市宮ノ前３丁目７－４）　※手話通訳・要約筆記・車椅子スペースあり。
【申込方法】  裏面の申込用紙にご記入の上、FAX，郵送，メール，
市役所窓口への持参等によりご提出ください。

【申込期限】　 ２月1０日（火）午後５時３０分まで　　【定　員】 １００名
※持参の場合は開庁時間内（土・日・休日・年末年始を除く、午前９時～午後５時３０分）に限る。
【申込先】　伊丹市役所 障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1　伊丹市役所　１階A-5番窓口
TEL　　072-784-8032　　
FAX　 072-784-8006／聴覚障がい者専用FAX　072-777-0294
メール　syogai-ｃｗ＠city.itami.lg.jp
（申込用紙）
令和7年度伊丹市障害者虐待防止フォーラム申込書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
申し込まれる方の連絡先等をご記入ください。
（希望される方全てのお名前をご記入下さい。連絡先は代表者様のみでも可。）
	お名前
	ご所属
	ご連絡先
（電話・FAX番号及びメールアドレス）

	　

	　


	（電話・FAX）



	
	
	（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）


	　
	　
	（電話・FAX）



	
	
	（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）


	　
	　
	（電話・FAX）



	
	
	（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）



※この応募用紙に記入された個人情報については，伊丹市個人情報保護条例により保護され，本事業以外の目的で使用されることはありません。
※令和8（２０２6）年２月10日（火）午後５時３０分までに直接またはFAX，郵送，メールにて下記申込先へご提出ください。（申込用紙は返却いたしません。）
※持参される場合は開庁時間内にお越しください。
開庁時間：午前９時～午後５時３０分（土・日・祝日・年末年始除く）
【申込・お問い合わせ先】
伊丹市役所　障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1　　伊丹市役所　１階A-５番窓口
TEL　072-784-8032
FAX　072-784-8006 ／聴覚障がい者専用FAX　072-777-0294
メール　syogai-ｃｗ＠city.itami.lg.jp
image1.png




